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中小企業基本法
（第2章第23条 国等からの受注機会の増大）

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
（第3条 受注機会の増大の努力）

（第4条 中小企業者に関する国等の契約の基本方針の作成等）

国等の契約の基本方針
２．組合の活用に関する基本的な事項
⑴ 事業協同組合等、官公需適格組合の受注の機会の増大
⑵ 官公需適格組合の活用

国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者
の受注の機会の増大を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を作成するものとする。

国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し
、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。
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（令和６年７月３１日現在）

令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度年 度

6組合7組合7組合6組合6組合組合数

所在地証明業種区分組合名

鹿児島市貨物自動車運送事業役務鹿児島共同配車センター事業(協)1

鹿児島市建築設計監理業役務鹿児島県建築設計監理事業(協)2

鹿児島市石油製品販売業物品鹿児島県石油販売業(協)3

鹿児島市測量・設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業役務鹿児島県測量設計コンサルタント(協)4

鹿児島市建築物管理サービス業役務鹿児島県ビルメンテナンス(協)5

鹿屋市水道工事業役務鹿屋上下水道工事(協)6

姶良市管工事、水道施設工事工事-ロ姶良市管工事業(協)7
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受注対象組合名

移転に伴う備品・書類等の運搬業務を

主に貨物自動車運送事業に係る物品の

輸送

鹿児島共同配車センター事業(協)1

国、県、市町及び法人、団体等が発注

する施設の建築設計・監理・耐震関係

等の建築設計監理

鹿児島県建築設計監理事業(協)2

国、県、市等の公用車等への組合員SS

での石油製品（ガソリン等）の販売
鹿児島県石油販売業(協)3

土木・建築等に関する建設コンサルタ

ント業務
鹿児島県測量設計コンサルタント(協)4

建物管理サービス業務鹿児島県ビルメンテナンス(協)5

水道メーター検定満期取替業務鹿屋上下水道工事(協)6

水道施設工事、管工事及び同関連工事姶良市管工事業(協)7
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